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処

分

に

す

る

こ

と

や

職

務

命

令

に

違

反

し

た

際

の

処

分

厳

格

化

を

定

め

ま

し

た

。

い

ず

れ

も

四

月

一

日

か

ら

施

行

さ

れ

ま

す

。

愛

知

県

に

お

い

て

も

、

平

成

二

十

四

年

度

か

ら

、

教

員

評

価

が

実

施

さ

れ

ま

す

。

今

ま

で

は

、

愛

教

労

や

愛

高

教

を

中

心

と

し

た

運

動

が

一

定

の

成

果

を

収

め

、

「

試

行

」

が

続

い

て

き

ま

し

た

が

、

今

回

の

本

格

実

施

に

よ

り

、

提

出

が

義

務

付

け

ら

れ

る

こ

と

に

な

り

ま

す

。

提

出

し

な

い

職

員

に

つ

い

て

は

、

文

書

訓

告

な

ど

の

懲

戒

処

分

も

検

討

さ

れ

て

お

り

、

教

育

現

場

へ

の

統

制

が

い

っ

そ

う

厳

し

く

な

る

こ

と

が

考

え

ら

れ

ま

す

。

今

回

の

大

阪

府

・

市

の

動

き

が

愛

知

県

に

波

及

し

て

く

る

こ

と

も

考

え

ら

れ

る

で

し

ょ

う

。

今

後

、

わ

れ

わ

れ

は

大

阪

の

教

職

員

と

連

帯

し

た

活

動

に

取

り

組

ん

で

い

く

必

要

性

が

あ

り

ま

す

。

北から南から ～～～～支部支部支部支部だよりだよりだよりだより～～～～

職場のＩＴ化が進む中、私の勤務校では、１年前から朝の打ち合わせをなくす

という方針が校長から提案され、試行された。担任は８時20分に教室に行くことに

なる。

打ち合わせがないので、連絡は、全てコンピュータで済ませることになる。しか

し、不安な面もあり、「自主的」に打ち合わせをする学年も出てきた。８時20分に教

室に行くためには、打ち合わせは15分からになる。たとえ５分といえども勤務時間

外のサービス残業である。従来どおり20分に打ち合わせを開始する学年もあっ

た。３学年がばらばらに行動する結果となった。

案の定、年度末反省を話し合う職員会議では、打ち合わせの必要性が複数

の教諭から提案された。「生徒の顔を見て、一日が始ま

るように、職員の顔も見るべきだ。」「コンピュータだけで

は連絡が徹底できない。」という打ち合わせ必要論や、

「読書タイムを充実させるために、（打ち合わせをせず

に）早く教室に行くべきだ。」など現行指示も出て、久し

ぶりに職員会らしい話し合いになった。

勤務校は大規模校で職員の人数も多く、ともすれば職員会の議題が深まるこ

となく、提案のみで過ぎていくことが間々ある。校長が提案した「朝の打ち合わせ

をなくす」ことが、もしかして職員間に話し合いの種をまくためのものだったとした

ら『深慮遠謀』だったと感激せざるを得ないのだが。 (Ｏ)

三

月

二

十

三

日

大

阪

府

議

会

本

会

議

は

、

教

育

行

政

基

本

条

例

・

府

立

学

校

条

例

の

二

条

例

と

、

職

員

条

例

案

を

、

大

阪

維

新

の

会

、

自

民

、

公

明

の

三

会

派

が

賛

成

し

成

立

し

た

。

教

育

行

政

基

本

条

例

で

は

、

知

事

が

教

育

目

標

と

な

る

教

育

振

興

基

本

計

画

を

作

成

す

る

と

規

定

。

知

事

が

教

育

委

員

の

罷

免

権

を

持

つ

こ

と

も

明

文

化

し

た

。

府

立

学

校

条

例

は

、

府

立

高

校

の

学

区

廃

止

や

校

長

の

権

限

強

化

、

保

護

者

ら

に

よ

る

学

校

評

価

を

導

入

。

職

員

基

本

条

例

で

は

職

員

評

価

に

相

対

評

価

を

導

入

し

、

五

パ

ー

セ

ン

ト

程

度

の

最

低

評

価

を

二

年

連

続

受

け

た

職

員

を

、

免

職

を

含

む

懲

戒

大

阪

府

議

会

が

教

育

二

条

例

案

と

職

員

条

例

案

を

可

決

性

が

確

保

さ

れ

る

よ

う

働

き

か

け

る

こ

と

が

必

要

で

あ

る

。

」

と

強

調

し

ま

し

た

。

参

加

者

か

ら

は

、

活

発

な

意

見

が

出

さ

れ

ま

し

た

。

「

管

理

職

か

ら

無

理

を

強

い

ら

れ

、

知

教

労

に

相

談

し

て

解

決

す

る

こ

と

が

で

き

た

。

」

「

愛

教

組

傘

下

の

組

合

の

あ

り

方

に

疑

問

を

も

ち

、

知

教

労

で

活

動

し

よ

う

と

決

心

し

た

。

」

な

ど

の

発

言

が

次

々

と

な

さ

れ

ま

し

た

。

決

算

と

予

算

の

審

議

で

は

、

年

代

に

よ

る

ス

ラ

イ

ド

制

の

組

合

費

は

考

え

ら

れ

な

い

か

と

い

う

意

見

も

出

さ

れ

、

今

年

度

の

検

討

課

題

に

な

り

ま

し

た

。

新

執

行

部

を

選

出

こ

の

後

、

年

度

の

役

員

と

愛

教

12

労

定

期

大

会

代

議

員

の

選

挙

が

行

わ

れ

ま

し

た

。

選

出

さ

れ

た

十

一

名

の

新

役

員

か

ら

は

「

愛

教

労

と

知

教

労

の

関

係

を

強

化

し

た

い

。

」

「

機

関

紙

を

更

に

充

実

さ

せ

て

い

き

た

い

。

」

な

ど

決

意

表

明

が

な

さ

れ

、

成

功

裏

に

幕

を

閉

じ

ま

し

た

。

真剣な討論をする参加者

知

教

労

の

あ

ゆ

み

そ

れ

は

知

多

の

教

育

に

「

権

利

」

を

築

い

た

歴

史

今

春

、

退

職

を

迎

え

る

が

、

教

職

生

活

を

振

り

返

っ

て

、

心

に

残

っ

て

い

る

こ

と

が

あ

る

。

ど

れ

だ

け

時

間

が

経

っ

て

も

強

く

残

る

思

い

は

消

え

な

い

▼

一

つ

目

は

、

あ

る

年

の

四

月

、

初

め

て

の

掃

除

の

時

間

。

間

違

っ

た

場

所

の

掃

除

を

始

め

た

子

に

対

し

て

、

「

掃

除

場

所

は

こ

こ

で

は

な

い

よ

。

」

と

知

ら

せ

た

。

次

の

瞬

間

、

何

と

そ

の

子

た

ち

は

、

集

め

た

落

ち

葉

な

ど

を

ま

き

始

め

た

。

二

つ

目

は

、

算

数

の

時

間

に

「

分

か

ら

な

い

人

は

い

ま

す

か

？

」

の

言

葉

に

、

ほ

と

ん

ど

毎

回

、

「

分

か

り

ま

せ

ん

。

」

と

答

え

る

子

が

い

た

。

そ

の

都

度

説

明

を

し

て

分

か

っ

て

も

ら

う

と

い

う

こ

と

が

、

続

い

た

。

三

つ

目

は

、

小

学

三

年

生

の

子

が

遠

足

の

時

、

自

分

で

弁

当

を

作

っ

て

持

っ

て

き

た

。

家

庭

で

そ

れ

ぞ

れ

の

事

情

が

あ

ろ

う

が

、

「

え

ら

い

ね

。

」

と

声

を

か

け

た

▼

ど

れ

も

私

に

、

教

職

の

大

切

さ

を

教

え

て

く

れ

た

エ

ピ

ソ

ー

ド

だ

。

最

初

の

件

は

、

よ

り

大

切

な

こ

と

は

何

で

あ

る

か

を

判

断

す

る

力

が

育

て

ら

れ

る

か

と

い

う

こ

と

だ

。

二

つ

目

は

、

声

を

あ

げ

続

け

て

い

る

が

、

そ

う

で

な

い

子

も

い

る

。

声

を

上

げ

る

周

り

の

子

、

そ

の

子

た

ち

の

気

持

ち

も

十

分

に

考

え

て

い

こ

う

と

い

う

こ

と

。

子

ど

も

は

、

い

つ

も

分

か

る

よ

う

に

な

り

、

よ

り

豊

か

な

生

活

を

築

こ

う

と

し

て

い

る

。

そ

れ

に

、

応

え

る

の

が

教

師

の

一

つ

の

仕

事

で

あ

る

。

三

つ

目

は

、

い

ろ

い

ろ

な

家

庭

環

境

の

中

で

、

子

ど

も

た

ち

は

そ

の

環

境

を

背

負

っ

て

学

校

に

通

っ

て

い

る

ん

だ

と

い

う

こ

と

だ

。

今

、

退

職

し

よ

う

と

し

て

い

る

中

で

、

忘

れ

ら

れ

な

い

と

い

う

こ

と

は

、

す

な

わ

ち

自

分

が

大

切

に

し

て

き

た

こ

と

に

他

な

ら

な

い

。

（

Ｉ

）

創立創立創立創立２０２０２０２０周年周年周年周年 第21回定期大会開かれる第21回定期大会開かれる第21回定期大会開かれる第21回定期大会開かれる

知

教

協

と

交

渉

活

動

の

前

進

三

月

二

十

四

日

、

知

教

労

（

知

多

地

方

教

職

員

労

働

組

合

）

の

第

二

十

一

回

定

期

大

会

が

開

か

れ

ま

し

た

。

大

会

で

は

、

ま

ず

、

２

０

１

１

年

度

の

運

動

の

総

括

が

な

さ

れ

ま

し

た

。

報

告

の

中

で

、

岡

田

書

記

長

は

「

今

回

の

突

然

の

人

事

異

動

方

針

の

変

更

を

め

ぐ

る

た

た

か

い

は

、

今

ま

で

我

々

と

し

て

も

な

か

な

か

実

態

に

迫

れ

な

か

っ

た

知

教

協

（

知

多

地

方

教

育

事

務

協

議

会

）

と

対

等

な

立

場

で

交

渉

の

場

が

持

て

ま

し

た

。

こ

れ

は

組

合

の

運

動

と

し

て

大

変

意

義

深

い

。

今

後

と

も

希

望

と

納

得

の

人

事

が

な

さ

れ

る

よ

う

引

き

続

き

注

視

し

て

い

く

」

と

述

べ

ま

し

た

。

新

た

な

た

た

か

い

の

課

題

年

度

の

方

針

提

案

の

中

で

岩

澤

委

員

12

長

は

、

「

今

ま

で

『

教

員

評

価

制

度

』

を

愛

教

労

な

ど

の

運

動

で

、

『

試

行

』

に

と

ど

め

て

き

た

が

、

次

年

度

よ

り

本

格

実

施

と

な

る

。

こ

の

教

員

評

価

制

度

が

大

阪

市

の

教

育

・

職

員

条

例

な

ど

の

動

き

の

中

で

管

理

的

な

も

の

に

な

ら

ぬ

よ

う

、

さ

ま

ざ

ま

な

運

動

を

強

め

て

い

く

必

要

性

が

あ

る

。

」

ま

た

、

「

新

た

に

中

学

校

に

導

入

さ

れ

る

『

武

道

』

の

あ

り

方

に

つ

い

て

、

十

分

に

安

全

総括を報告する岡田書記長

１１４号 ２０１２年３月発行



データで見る『教員の実態』第24回 知ってるつもり・Ｑ＆Ａ

外国も８時間労働制なのですか？外国も８時間労働制なのですか？外国も８時間労働制なのですか？外国も８時間労働制なのですか？

知教労誕生二十周年を祝う 盛大にレセプション

3月２４日の定期大 ２００４年 組合紹介パンフレット『あなたも知教労へ』を作成

会終了後、知教労の ２００５年 割り振り変更記録簿作成の運動が成果をあげる

誕生二十周年を記念 ２００６年 愛知県下２０校で教員評価試行。反対の運動を強める

してレセプションが開 ２００７年 パワハラとセクハラ根絶について知多事務所に申し入れ

催されました。 ２００８年 ３名のパワハラ管理職に是正要求、被害者教員に謝罪

歴代委員長のあいさつの後、二十周 ２００９年 「労働時間の記録簿」整備をする運動を展開

年を振り返る写真を投影しながらのプレ ２０１０年 ７時間４５分勤務体制に伴う業務内容削減を要求。

ゼンテーションがもたれ、数々の先進的な運動の足跡をたどりました。 ２０１１年 機関紙『知教労ニュース』が創刊２００号になる

また、立腰教育反対運動や「指導力不足教員」撤回運動などの膨大な資料 ２０１２年 結成２０周年。新たな運動の展開を！

や知教労ニュースの創刊号などの貴重な資料の展示も行われました。

参加者からは、「あっという間の二十年だったですが、多くの成果が得られ

たことを感じました。」などの感想が出されました。

《２０年の歩み》

１９９２年 １月に結成大会 知多の教育界に新しい風が！

１９９３年 用務員の勤務時間問題で１６時退勤を実現

１９９４年 第１回「知多平和学習会」を開催。以後、開催を継続中

１９９５年 新空港見学問題で抗議交渉

１９９６年 立腰教育反対運動を展開

１９９７年 希望外の校種に異動を打診された先生の希望校種を実現

１９９８年 勤務の割り振り変更の運動を進める

１９９９年 知多市で信号とガードレール設置を実現

２０００年 Ｍ小教頭のパワハラに対し知多事務所、県教委へ交渉

２００１年 Ｏ小、イギリスへの児童引率を出張とするよう抗議

２００２年 機関紙『知教労ニュース』が創刊１００号になる

２００３年 病気の先生が指導力不足教員とされたことに対し県へ抗議

Ｑ 日本は、民間企業でも公務員でも１日の労働時間は、８時間

が基準になっています。労働基準法で定められていることはわか

りますが、諸外国でも８時間が基準なのでしょうか。

A 結論から申しますと、諸外国でも８時間が基準です。戦前の日

本には、現在の労働基準法(以下、労基法)のような、労働者全

体の労働時間の規制はありませんでした。８時間労働制が採用

されたのは、第２次世界大戦後、労基法が制定された時からで

す。労基法制定にあたり、当時の厚生大臣が国会で「戦前、我

が国の労働条件が他の文明国に劣っていた。」と発言した記録

が残っており、欧米諸国より遅れて８時間労働制が採用されたこ

とがわかります。

それでは、国際的な基準はというと、第１次世界大戦後に結ば

れたベルサイユ条約までさかのぼります。戦後処理のためのベ

ルサイユ条約ですが、その中で８時間労働制を規定しています。

その「世界平和は社会正義を基礎としてのみ確立することができ

る。」というのが趣旨です。

その精神は国際連合の専門機関である、国際労働機関（ＩＬＯ）

に引き継がれています。 ＩＬＯ条約１条で「１日８時間または１週

４８時間の原則」と定め られたのです。第１条で定められている

ことからも、 いかに重要な内容かわかります。

ＩＬＯでは、このように働くための最低限の

ルールとして定めた条約が１８８あります。こ

のうち、日本の批准数は、先進国の中で最

低レベルの４８しかありません。労働時間に

関する１７本の条約について、批准はゼロ。

皆無なのです。日本の労働条件整備が、

外国に比べて遅れていることがわかります。

『+68時間～+35時間』

中学校では 4 月から新指導要領の本格実施が始まります。

小学校ではすでに始まって１年が終わりました。今までの指

導要領と時間数を比較してみると、毎週 1、２時間授業時間

が増えます。

小１ 小２ 小３ 小４ 小５ 小６ 中１ 中２ 中３

新 850 910 945 980 980 980 1015 1015 1015
旧 782 840 910 945 945 945 980 980 980

（道徳・学活を含む。クラブ・委員会含まず）

下のグラフは以前の指導要領のもとでの教師の持ち時間を

表しています。（ベネッセ第５回学習指導基本調査）

授業時数が増えれば、小学校の場合持ち時間はそのまま増

えます。中学校でも音楽・美術・技家以外は授業時数が増え

ます。特に３年間合計で９５時間も増える理科、７０時間増

の数学、３年生が５５時間増の社会は持ち時間数も増え、時

間のやりくりが大変になるかと思います。

文科省は、教員の勤務時間が長すぎることを承知し、教員

増も実現できないのに、このような施策は実行してきます。

10コマ

未満

10～

14コマ

15～

19コマ

20、21

コマ

22、23

コマ

24、25

コマ

26、27

コマ

28コマ

以上

無回

答・不

明

小学校 0.9 0.4 1.2 2.3 8.4 33.6 30.4 21.4 1.3

中学校 1.7 10.5 46.4 26.9 10.6 1.9 0.3 0.1 1.6
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２０周年を迎えて 委員長 岩澤弘之

知教労が創立２０周年を迎えました。

人間で言えば成人式です。一人前の大

人になったということでしょうか。

結成当時はもちろん、１０年を経ても

なお、校長や教育委員会を話し合いの

席に着かせるのさえ困難でした。あれか

ら２０年……。今では、校長や市町教育委員会のみならず、知多教

育事務所や知教協幹事会までも話し合いの席に着かせることができ

るようになりました。「希望と納得」の異動原則、各職場での校長交

渉、勤務の割り振り変更、労働安全衛生体制など、２０年の到達点を

みれば、知教労の存在価値は歴然です。

本当の組合がどれほどの力を発揮するものなのか、今ほど問われ

ている時はありません。２０年の節目は、知教労運動を次の節目に

つなげていく、さらなる奮起の場になるでしょう。

１１４号 ２０１２年３月発行


